
講

演

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
経
済
犯
罪
対
策
に
お
け
る

犯
罪
学
お
よ
び
刑
事
政
策
的
傾
向

ク
ラ
ウ
ス
・

高
　
橋

テ
ィ
ー
デ
マ
ソ

則
　
夫
　
訳

序一二三四五

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
（
農
業
市
場
）
に
関
す
る
犯
罪
の
範
囲
と
暗
数

ヨ
ー
・
ッ
パ
共
同
体
に
関
す
る
犯
罪
の
現
象
形
態
と
原
因

刑
法
以
外
の
統
制
と
改
革

刑
法
改
正
の
諸
提
案

総
括
と
展
望

序

ヨ
i
・
ッ
パ
経
済
共
同
体
（
浮
3
慧
蓉
ぽ
毒
三
の
畠
鑑
沖
品
。
9
魚
議
。
ぼ
・

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
経
済
犯
罪
対
策
に
お
け
る
犯
罪
学
お
よ
び
刑
事
政
策
的
傾
向
（
テ
イ
ー
デ
マ
ン
・
高
橋
）

汐
㈹
国
毒
O
）
は
一
九
五
七
年
三
月
二
五
日
の
国
際
条
約
に
よ
っ
て
設
立
さ

れ
た
。
こ
の
共
同
体
の
目
的
は
条
約
の
二
条
に
規
定
さ
れ
て
い
る
。
す
な

わ
ち
、
共
同
市
場
の
設
立
お
よ
び
構
成
国
の
経
済
政
策
の
漸
進
的
接
近
に

よ
っ
て
共
同
体
内
部
の
経
済
生
活
の
調
和
し
た
発
展
、
安
定
強
化
、
生
活

水
準
の
迅
速
な
向
上
お
よ
び
構
成
国
間
の
よ
り
緊
密
な
関
係
を
促
進
す
る

こ
と
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
、
条
約
の
三
条
は

一
連
の
措
置
を
規
定
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
商
品
の
輸
入
お
よ
び
輸
出

に
関
す
る
関
税
お
よ
び
（
数
量
）
制
限
の
撤
廃
、
非
構
成
国
（
い
わ
ゆ
る
第

三
国
）
に
対
す
る
共
通
関
税
お
よ
び
共
通
通
商
政
策
の
導
入
、
構
成
国
間

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
一



　
　
　
比
較
法
学
二
二
巻
二
号

の
人
・
役
務
お
よ
び
資
本
の
自
由
移
動
に
対
す
る
障
害
の
除
去
、
農
業
・

運
輸
の
分
野
に
お
け
る
共
通
政
策
の
導
入
、
さ
ら
に
共
同
市
場
内
に
お
け

る
自
由
競
争
が
歪
め
ら
れ
な
い
こ
と
を
確
保
す
る
制
度
の
確
立
等
が
列
挙

さ
れ
て
い
る
。
な
お
、
こ
の
経
済
共
同
体
と
並
ん
で
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
石

炭
・
鋼
鉄
共
同
体
（
国
畦
o
冨
ぎ
ぎ
O
Φ
目
。
冒
8
げ
鑑
け
｛
費
類
o
窪
①
ロ
＆

留
号
ご
鼠
9
貫
『
d
巳
曾
）
が
一
九
五
一
年
四
月
一
八
日
の
条
約
に
基

づ
き
、
ま
た
、
ヨ
ー
β
ッ
パ
原
子
力
共
同
体
（
野
8
冨
ぎ
ぎ
≧
o
ヨ
鴨
・

ヨ
・
ぎ
ω
魯
鑑
「
国
d
閃
＞
円
O
竃
）
が
一
九
五
七
年
三
月
二
五
日
の
条
約
に

基
づ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
設
立
さ
れ
た
。

　
こ
れ
ら
の
共
同
体
と
り
わ
け
経
済
共
同
体
の
実
現
に
向
け
て
、
過
去
三

〇
年
間
に
お
い
て
、
広
範
で
複
雑
な
準
則
・
規
範
が
定
立
さ
れ
、
こ
の
準

則
は
、
共
同
体
の
自
由
な
目
標
設
定
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
き
わ
め
て
官
僚

的
で
計
画
経
済
的
な
性
質
を
有
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
鋼
鉄
市
場
で

は
、
共
同
体
の
中
心
的
行
政
機
関
で
あ
る
ヨ
ー
・
ッ
パ
共
同
体
委
員
会

（
国
O
I
内
o
ヨ
目
一
。

。
巴
8
）
に
よ
っ
て
生
産
お
よ
び
輸
出
の
割
合
が
定
め
ら

れ
、
こ
れ
ら
の
割
合
を
超
過
し
て
は
な
ら
な
い
が
、
部
分
的
に
は
調
整
や

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

権
限
の
委
譲
も
認
め
ら
れ
て
い
る
。
農
業
市
場
に
お
い
て
は
、
農
産
物
の

品
質
が
き
わ
め
て
細
か
い
等
級
に
従
っ
て
分
類
さ
れ
、
輸
出
国
は
多
数
の

地
域
に
配
分
さ
れ
、
ま
た
、
た
と
え
ば
、
変
質
し
た
場
合
の
割
増
金
、
生
産

に
関
す
る
補
助
金
、
運
送
料
補
正
金
等
の
多
数
の
管
理
措
置
お
よ
び
援
助

措
置
が
統
制
的
な
網
条
緯
織
の
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
そ
し
て
、
こ
の
統

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
二

制
組
織
に
よ
っ
て
、
正
当
性
の
点
で
必
ず
し
も
理
解
で
き
ず
ま
た
ぎ
わ
め

て
人
為
的
な
市
場
秩
序
規
定
に
対
す
る
多
数
の
違
反
が
惹
ぎ
起
こ
さ
れ
て

い
る
。
た
と
え
ば
、
重
量
お
よ
び
商
品
に
関
す
る
虚
偽
の
届
出
、
生
産
物

の
製
造
地
お
よ
び
輸
送
地
に
つ
い
て
の
欺
岡
、
管
理
調
査
文
書
の
偽
造
、

価
格
違
反
、
贈
収
賄
行
為
が
典
型
的
な
犯
罪
行
為
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な

形
態
の
犯
罪
行
為
は
一
般
に
東
欧
諸
国
の
計
画
経
済
制
度
に
だ
け
見
ら
れ

た
も
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
他
の
共
同
市
場
規
制
と
く
に
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

自
由
貿
易
連
合
（
国
負
o
需
睾
宰
8
早
巴
⑦
壽
8
9
畳
睾
”
国
閃
↓
＞
）
に

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

お
い
て
も
同
様
の
犯
罪
が
発
生
し
て
い
る
。

　
個
々
的
に
見
れ
ば
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
共
通
農
業
政
策
は
、

そ
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
に
次
の
よ
う
な
機
構
お
よ
び
手
段
を
用
い
て

い
る
。

　
第
三
国
へ
農
産
物
を
輸
出
す
る
場
合
、
輸
出
品
を
よ
り
安
い
世
界
市
場

に
お
い
て
競
争
可
能
に
す
る
た
め
に
、
補
助
金
が
支
払
わ
れ
る
（
い
わ
ゆ

る
輪
出
払
戻
金
（
国
巨
2
葺
お
昌
）
）
。
こ
れ
に
相
応
し
て
、
第
三
国
か
ら
農

産
物
を
輸
入
す
る
場
合
、
安
い
輸
入
品
を
共
同
体
内
の
よ
り
高
い
価
格
体

制
に
合
わ
せ
る
た
め
に
、
税
金
が
徴
収
さ
れ
る
（
い
わ
ゆ
る
輸
入
関
税
・
課

徴
金
（
》
げ
ω
9
9
ぼ
お
窪
）
）
。
こ
の
機
構
と
そ
の
経
済
政
策
的
目
的
に
つ

い
て
の
詳
細
は
、
い
わ
ゆ
る
南
ド
イ
ッ
穀
物
事
件
に
お
け
る
連
邦
通
常
裁

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
3
）

判
所
の
判
決
に
よ
っ
て
描
き
出
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
高
価
格
体

系
の
国
内
市
場
が
創
設
さ
れ
か
つ
維
持
さ
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
に
対
し
て



は
、
た
と
え
ば
、
ガ
ッ
ト
（
Ω
窪
震
巴
》
σ
q
器
。
ヨ
。
馨
害
↓
畦
峯
ω
き
自

↓
罵
号
）
（
関
税
お
よ
び
貿
易
一
般
協
定
）
に
鑑
み
て
、
法
的
な
疑
問
が
提
起

さ
れ
、
ま
た
、
外
部
の
相
当
な
事
実
的
圧
力
も
加
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
の

際
、
輸
出
払
戻
金
だ
け
で
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
農
業
調
整
・
保
証
資
金
（
国
畦
o
・

℃
餌
訂
＆
g
》
臣
ユ
＆
言
ロ
α
Q
ω
ー
信
ロ
山
O
釦
審
9
一
亀
o
ロ
牙
囲
宥
象
o
ピ
帥
ロ
儀
≦
一
旨
・

ω
。
富
ε
の
全
支
出
の
約
三
五
％
に
達
し
、
一
九
八
五
年
に
は
二
〇
四
億
欧

州
通
貨
単
位
（
国
O
d
）
（
約
五
〇
〇
億
マ
ル
ク
）
が
納
入
さ
れ
た
。
こ
の
輸
出
払

戻
金
と
並
ん
で
、
生
産
者
に
そ
の
農
産
物
に
対
す
る
十
分
な
収
入
を
保
障

す
る
た
め
に
、
介
入
に
よ
る
買
上
げ
（
一
葺
。
遷
9
島
o
冨
ロ
）
が
行
わ
れ
て
い

る
。
こ
の
支
払
金
は
保
証
支
出
の
約
六
〇
％
に
な
り
、
以
下
の
こ
と
に
支

払
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
バ
タ
ー
の
貯
蔵
、
果
物
・
野
菜
の
加
工
（
あ

る
い
は
そ
の
処
分
）
に
対
す
る
援
助
、
オ
リ
ー
ブ
油
・
マ
カ
ロ
ニ
ム
ギ
・
ホ

ッ
プ
の
生
産
者
に
対
す
る
援
助
、
飼
料
の
乾
燥
に
対
す
る
援
助
、
営
業
年

度
の
終
了
時
に
未
だ
売
却
さ
れ
て
い
な
い
穀
物
に
対
す
る
補
償
、
ワ
イ
ン

の
蒸
留
に
対
す
る
補
償
、
さ
ら
に
、
相
当
な
出
費
と
な
っ
て
い
る
の
は
国

内
の
介
入
官
庁
（
一
暮
9
＄
艮
o
房
器
豪
）
に
よ
る
商
品
の
貯
蔵
・
売
却
・

保
管
、
場
合
に
よ
っ
て
は
加
工
に
対
し
て
で
あ
り
、
と
い
う
の
は
、
介
入

官
庁
は
、
生
産
者
に
対
し
て
生
産
物
の
最
低
価
格
を
保
障
す
る
た
め
に
、

こ
れ
ま
で
の
法
律
制
度
に
よ
れ
ば
原
則
と
し
て
そ
こ
に
提
供
さ
れ
た
す
べ

て
の
生
産
物
を
買
取
る
（
お
よ
び
貯
蔵
す
る
）
義
務
を
負
う
か
ら
で
あ
る
。

最
後
に
、
国
内
通
貨
の
多
く
の
切
り
上
げ
・
切
り
下
げ
に
基
づ
き
、
共
同

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
経
済
犯
罪
対
策
に
お
け
る
犯
罪
学
お
よ
び
刑
事
政
策
的
傾
向
（
テ
イ
ー
デ
マ
ン
・
高
橋
）

体
内
部
に
い
わ
ゆ
る
通
貨
調
整
金
（
国
境
調
整
金
）
（
ミ
跨
崖
囲
の
窪
詔
一
卑

畠
筈
葺
甜
。
）
が
あ
り
、
構
成
国
の
国
境
で
支
払
わ
れ
あ
る
い
は
徴
収
さ
れ

る
。
と
く
に
、
こ
の
通
貨
調
整
制
度
は
統
一
政
策
に
対
す
る
か
な
り
の
反

動
（
顕
著
な
阻
害
要
因
）
と
な
っ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
調
整
金
の
適

用
は
共
同
体
内
部
に
お
け
る
国
境
管
理
の
強
化
を
必
要
と
す
る
か
ら
で
あ

る
。

　
刑
法
上
の
観
点
に
お
い
て
は
、
ヨ
菅
ロ
ッ
パ
共
同
体
は
、
従
来
、
行
政

法
上
の
強
制
措
置
と
共
に
金
銭
上
の
制
裁
を
科
す
た
め
に
、
も
っ
ぱ
ら
部

分
的
か
つ
限
定
的
な
手
段
を
用
い
て
い
る
。
ヨ
ー
・
ッ
パ
共
同
体
委
員
会

に
よ
っ
て
言
い
渡
さ
れ
る
こ
の
制
裁
は
、
罰
金
刑
（
O
①
一
島
3
窄
）
で
は
な

く
、
過
料
（
O
。
缶
び
葛
①
）
で
あ
り
、
こ
の
点
で
ド
イ
ッ
の
秩
序
違
反
法
の

　
　
　
　
　
（
4
）

制
裁
に
相
応
す
る
。
と
り
わ
け
、
一
九
六
二
年
二
月
六
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

経
済
共
同
体
理
事
会
の
重
要
な
命
令
一
七
号
は
、
条
約
八
五
条
一
項
お
よ

び
八
六
条
に
対
す
る
故
意
過
失
に
よ
る
す
べ
て
の
違
反
に
対
L
て
過
料
を

科
し
て
い
る
。
こ
の
条
約
の
規
定
は
、
競
争
を
妨
害
す
る
協
定
な
ら
び
に

市
場
に
お
け
る
支
配
的
地
位
の
濫
用
を
禁
止
し
て
い
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
石
炭
・
鋼
鉄
共
同
体
条
約
に
基
づ
き
、
共
同
体
委
員
会
は
、
（
た
と
え

ば
、
鋼
鉄
割
合
規
制
に
対
す
る
違
反
に
対
し
て
）
過
料
を
科
す
こ
と
が
で
き
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
共
同
体
は
、
農
業
市
場
秩
序
の
違
反
に
対
し
て
は
固
有

の
制
裁
権
限
を
ま
っ
た
く
有
し
て
い
な
い
。
農
業
市
場
規
制
の
不
履
行
の

処
罰
は
、
む
し
ろ
構
成
国
に
義
務
づ
け
ら
れ
、
構
成
国
は
、
共
同
体
理
事

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
三



　
　
　
比
較
法
学
二
二
巻
二
号

会
の
命
令
（
一
九
七
二
年
の
七
二
九
号
）
に
従
っ
て
、
　
「
不
正
行
為
（
q
目
。
・

σq

の
ぎ
嵩
蒔
犀
魯
窪
）
」
を
防
止
・
訴
追
し
、
さ
ら
に
不
正
行
為
の
結
果
生
じ

た
損
害
額
を
再
徴
収
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
構
成
国
に
よ
る
こ
れ
ら
の

統
制
は
協
力
を
著
し
く
阻
害
す
る
形
で
行
わ
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
一

二
の
構
成
国
に
お
け
る
九
〇
以
上
の
国
内
官
庁
が
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
農
業
調

整
・
保
証
資
金
に
よ
っ
て
財
政
援
助
さ
れ
る
措
置
に
関
し
て
統
制
を
行
っ

て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
共
同
体
委
員
会
自
体
も
数
年
前
か
ら
、
国
内
官
庁

な
ら
び
に
被
援
助
地
（
受
益
者
）
と
い
っ
た
所
定
の
場
所
で
行
使
で
き
る
広

範
な
統
制
権
を
持
つ
よ
う
に
な
っ
た
。
し
か
し
、
共
同
体
委
員
会
は
こ
の

権
限
を
、
た
と
え
ぽ
国
内
の
統
制
を
調
整
し
、
統
制
の
結
果
を
利
用
し
、

よ
り
良
い
法
規
制
を
配
慮
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
重
点
的
に
し
か
行
使
で

き
な
い
。

　
こ
の
よ
う
な
序
論
的
概
観
に
続
い
て
、
以
下
で
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済

共
同
体
で
は
い
か
な
る
範
囲
の
も
の
が
犯
罪
と
さ
れ
て
い
る
か
、
そ
の
現

象
形
態
お
よ
び
原
因
は
ど
う
な
っ
て
い
る
か
、
い
か
な
る
改
革
が
緊
急
を

要
し
、
い
か
な
る
改
革
が
既
に
導
入
さ
れ
て
い
る
か
に
つ
い
て
論
じ
て
い

き
た
い
。

一

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
（
農
業
市
場
）

に
関
す
る
犯
罪
の
範
囲
と
暗
数

犯
罪
学
上
も
経
済
政
策
上
も
き
わ
め
て
争
わ
れ
て
い
る
の
は
、
共
同
体

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
四

の
農
業
市
場
に
お
け
る
犯
罪
お
よ
び
そ
の
他
の
「
不
正
行
為
」
の
範
囲
で

あ
る
。
不
正
に
支
払
わ
れ
た
損
害
額
の
再
徴
収
の
事
例
で
、
前
述
の
命
令

に
従
い
構
成
国
が
届
け
出
を
し
公
的
に
記
録
さ
れ
て
い
る
も
の
は
、
全
支

出
の
○
・
一
％
か
ら
○
・
二
％
に
す
ぎ
な
い
犯
罪
割
合
に
当
た
る
。
西
ド

イ
ッ
は
、
お
そ
ら
く
よ
り
持
続
的
な
統
制
方
法
お
よ
び
検
査
方
法
に
よ
っ

て
、
全
支
出
の
約
○
・
六
％
に
当
た
る
部
分
を
届
け
出
て
い
る
と
さ
れ
て

い
る
。
一
九
八
○
年
代
初
頭
か
ら
の
フ
ラ
ン
ス
の
調
査
も
、
犯
罪
そ
の
他

の
不
正
行
為
の
お
よ
そ
の
割
合
は
○
・
六
七
％
で
あ
る
と
仮
定
し
て
い

る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
一
九
八
五
年
か
ら
の
ド
イ
ッ
連
邦
大
蔵
省
の
査
定

に
よ
れ
ば
、
少
な
く
と
も
一
％
つ
ま
り
一
億
五
千
万
マ
ル
ク
以
上
の
限
度

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
5
）

に
達
し
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

　
数
年
前
か
ら
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
委
員
会
は
、
構
成
国
が
届
け

出
た
再
徴
収
事
例
の
数
が
著
し
く
異
な
っ
て
い
る
こ
と
の
理
由
を
検
討
し

て
い
る
。
そ
の
際
、
も
ち
ろ
ん
、
届
出
が
明
ら
か
に
犯
罪
と
は
い
え
な
い

事
例
も
含
ん
で
い
る
点
に
配
慮
す
べ
き
で
あ
る
（
た
と
え
ば
、
経
営
者
の
死

亡
あ
る
い
は
破
産
の
結
果
、
牛
乳
を
市
場
に
出
せ
な
い
義
務
を
履
行
し
な
い
場
合

等
）
。
各
国
の
届
出
に
お
け
る
著
し
い
差
異
の
理
由
の
一
つ
と
し
て
、
公
的

に
は
、
各
国
の
統
制
に
対
す
る
考
え
方
が
異
な
っ
て
い
る
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
る
。
す
な
わ
ち
、
と
く
に
、
（
西
ド
ィ
ッ
の
よ
う
に
）
迅
速
な
支
払
い
と
事

後
的
な
検
査
が
行
わ
れ
る
場
合
と
（
イ
タ
リ
ァ
の
よ
う
に
）
時
間
が
か
か
り

お
そ
ら
く
全
体
と
し
て
慎
重
な
支
払
い
が
行
わ
れ
る
場
合
と
の
対
比
が
挙



　
　
（
6
）

げ
ら
れ
る
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
考
察
は
、
届
出
結
果
の
顕
著
な
差
異

を
説
明
す
る
た
め
に
は
、
確
か
に
十
分
と
は
い
え
な
い
。
体
系
的
な
任
意

抽
出
調
査
（
た
と
え
ば
、
一
九
八
三
年
の
脱
脂
乳
の
粉
を
加
工
す
る
二
七
の
企
業

の
調
査
）
お
よ
び
犯
罪
学
的
な
経
験
（
と
く
に
、
脱
税
の
際
の
い
わ
ゆ
る
南
北

の
格
差
と
関
連
す
る
経
験
）
に
よ
れ
ば
、
む
し
ろ
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の

農
業
市
場
分
野
に
お
け
る
詐
欺
そ
の
他
の
不
正
行
為
に
関
し
て
、
そ
の
摘

発
お
よ
び
詐
追
の
程
度
が
各
国
ご
と
に
き
わ
め
て
異
な
っ
て
い
る
と
い
う

こ
と
が
お
そ
ら
く
理
由
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
な
形
態
の
経

済
犯
罪
を
抑
制
し
よ
う
と
す
る
各
構
成
国
の
意
志
は
、
明
ら
か
に
ま
っ
た

く
異
な
っ
て
い
る
。
こ
の
意
味
で
、
既
に
一
九
七
〇
年
代
中
葉
に
お
い

て
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
委
員
会
の
調
査
委
員
会
は
、
構
成
国
に
お
け
る

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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）

刑
事
訴
追
が
著
し
く
不
平
等
で
あ
る
こ
と
を
断
言
し
た
。
こ
の
こ
と
に
よ

っ
て
、
さ
ら
に
公
衆
の
意
識
の
中
に
は
、
ヨ
ー
胃
ッ
パ
共
同
体
の
農
業
市

場
の
財
政
援
助
に
関
す
る
不
平
等
に
対
す
る
不
満
が
広
く
浸
透
し
て
い

る
。
し
た
が
っ
て
、
詐
欺
お
よ
び
不
正
行
為
の
摘
発
お
よ
び
訴
追
に
つ
い

て
の
こ
う
し
た
不
平
等
と
差
異
を
今
後
減
少
さ
せ
る
こ
と
が
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
経
済
共
同
体
の
将
来
に
と
っ
て
の
優
先
的
な
課
題
で
あ
る
。

　
周
知
の
よ
う
に
、
現
代
の
経
験
的
犯
罪
学
は
犯
罪
の
暗
数
を
解
明
す
る

た
め
の
一
連
の
可
能
性
・
手
段
を
提
供
し
て
い
る
。
そ
し
て
、
最
近
で

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
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は
、
ソ
フ
ト
デ
ー
タ
が
経
済
犯
罪
学
の
注
目
の
的
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
の
点
で
、
と
く
に
、
刑
法
以
外
の
目
的
で
採
ら
れ
た
統
計
を
比
較
検
討

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
経
済
犯
罪
対
策
に
お
け
る
犯
罪
学
お
よ
び
刑
事
政
策
的
傾
向
（
テ
イ
ー
デ
マ
ン
・
高
橋
）

す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
商
品
の
輸
入
、
輸
出
お
よ
び
再

輸
出
に
関
す
る
商
業
統
計
は
、
実
際
の
商
品
の
流
れ
と
同
時
に
仮
装
の
商

品
の
流
れ
を
も
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
既
に
一
九
六
〇
年
代
に
、
オ
ー
ス

ト
リ
ア
の
商
業
統
計
は
、
コ
ー
ヒ
ー
の
国
際
協
定
の
割
合
規
制
違
反
が
広

範
に
行
わ
れ
て
い
た
こ
と
を
立
証
す
る
の
に
役
立
っ
た
。
ま
た
、
ぶ
ど
う

の
収
穫
高
と
市
場
に
出
て
い
る
「
シ
ュ
ペ
ー
ト
レ
ー
ゼ
」
ワ
イ
ン
の
量
と

の
比
較
に
よ
り
、
ワ
イ
ン
の
水
増
し
の
範
囲
を
あ
る
程
度
査
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
農
業
分
野
で
は
、
最
近
、
オ
ラ
ン
ダ

の
漁
獲
高
に
つ
い
て
の
統
計
と
ヨ
ー
・
ッ
パ
共
同
体
検
査
官
に
よ
る
オ
ラ

ン
ダ
の
魚
類
の
競
売
に
つ
い
て
の
任
意
抽
出
調
査
と
を
比
較
す
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
オ
ラ
ン
ダ
の
漁
業
従
事
者
が
漁
獲
割
合
規
制
に
対
し
重
大
な
違

反
を
し
て
い
た
こ
と
が
発
覚
し
た
。
す
な
わ
ち
、
売
却
さ
れ
た
魚
の
量
は

届
出
さ
れ
た
量
の
数
倍
に
達
し
て
い
た
。
ま
た
、
著
名
な
事
件
は
、
バ
チ

カ
ン
市
国
へ
の
仮
装
の
バ
タ
i
輸
出
の
件
で
あ
る
。
バ
チ
カ
ン
市
国
は
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
に
属
さ
な
い
「
第
三
国
」
で
あ
り
、
そ
れ
故
そ
こ

へ
の
輸
出
は
ヨ
ー
・
ッ
パ
経
済
共
同
体
に
よ
っ
て
補
助
金
が
支
払
わ
れ

る
。
ド
イ
ッ
連
邦
大
蔵
省
の
所
轄
公
務
員
の
報
告
に
よ
れ
ば
、
南
ド
イ
ツ

酪
農
セ
ン
タ
ー
は
仮
装
の
量
の
バ
タ
ー
を
バ
チ
カ
ン
市
国
へ
輸
出
し
て
お

り
、
そ
れ
は
、
四
か
月
間
の
算
定
で
、
バ
チ
カ
ン
市
国
の
国
民
の
一
か
月

の
一
人
当
た
り
消
費
量
が
六
・
七
㎏
に
も
達
す
る
量
で
あ
っ
た
。
と
こ
ろ

が
、
実
際
に
は
、
バ
タ
ー
は
バ
チ
カ
ン
市
国
へ
ま
っ
た
く
納
入
さ
れ
て
い

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
五



　
　
　
比
較
法
学
二
二
巻
二
号

な
い
か
、
あ
る
い
は
単
に
バ
チ
カ
ン
市
国
を
通
っ
て
輸
送
さ
れ
、
そ
の
後

ヨ
ー
・
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
構
成
国
へ
輸
出
さ
れ
て
い
る
か
の
い
ず
れ
か

で
あ
っ
た
。
以
上
の
こ
と
か
ら
、
我
々
は
、
一
九
八
六
年
四
月
ブ
リ
ュ
ッ

セ
ル
で
の
ヨ
ー
・
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
改
革
の
た
め
の
公
聴
会
に
お
い

て
、
商
業
統
計
お
よ
び
そ
の
他
の
統
計
を
中
心
的
に
把
握
し
、
そ
れ
ら
を

電
子
デ
ー
タ
に
従
っ
て
比
較
検
討
の
た
め
に
利
用
し
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同

体
検
査
官
や
各
国
の
官
庁
が
こ
れ
ら
を
自
由
に
使
用
で
き
る
こ
と
を
提
案

　
　
　
　
（
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）

し
た
の
で
あ
る
。

　
暗
数
を
解
明
す
る
た
め
の
そ
の
他
の
犯
罪
学
的
手
段
、
と
り
わ
け
最
近

好
ん
で
用
い
ら
れ
る
潜
在
的
な
犯
罪
者
群
お
よ
び
被
害
者
群
に
対
す
る
ア

ン
ケ
ー
ト
は
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
農
業
市
場
に
関
し
て
は
ほ
と
ん
ど

用
い
る
こ
と
は
で
き
な
い
と
い
え
よ
う
。
確
か
に
、
農
業
市
場
の
取
引
に

関
与
し
て
い
る
企
業
は
、
一
〇
〇
〇
を
超
え
な
い
比
較
的
小
さ
な
把
握
し

得
る
範
囲
の
も
の
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
し
、
企
業
経
営
者
に
ア
ン
ケ
ー
ト

を
す
る
こ
と
は
あ
ま
り
有
益
と
は
思
わ
れ
な
い
。
よ
り
重
要
な
の
は
、
も

ち
ろ
ん
現
実
に
は
ほ
と
ん
ど
実
施
困
難
で
あ
る
が
、
運
送
部
門
の
従
業

員
、
第
三
国
で
の
納
入
者
お
よ
び
購
買
者
等
に
ア
ン
ケ
ー
ト
す
る
こ
と
で

あ
る
と
思
わ
れ
る
。
む
し
ろ
、
実
施
可
能
な
の
は
、
最
近
の
ス
カ
ン
ジ
ナ

ヴ
ィ
ア
諸
国
の
研
究
に
よ
り
基
礎
づ
け
ら
れ
た
方
法
で
あ
り
、
こ
れ
は
前

述
の
ブ
リ
ュ
ッ
セ
ル
の
公
聴
会
で
私
達
が
提
案
し
た
も
の
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
た
と
え
ぽ
、
特
定
期
間
の
特
定
商
品
の
全
輸
出
と
い
う
よ
う
に
営

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
六

業
活
動
の
特
定
部
分
を
、
公
務
員
、
研
究
者
お
よ
び
補
助
者
の
大
き
な
グ

ル
ー
プ
に
よ
っ
て
完
全
に
調
査
す
る
と
い
う
方
法
で
あ
る
。
一
九
八
○
年

代
初
頭
か
ら
の
ス
ウ
ェ
ー
デ
ン
犯
罪
防
圧
協
議
会
に
よ
る
こ
の
よ
う
な
調

査
は
、
特
定
期
間
の
商
品
の
全
輸
出
に
関
す
る
も
の
で
あ
り
、
こ
の
調
査

に
よ
っ
て
、
全
輸
出
の
お
よ
そ
五
〇
％
が
不
正
行
為
で
あ
る
こ
と
が
明
ら

　
　
　
（
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）

か
に
さ
れ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
際
、
軽
微
な
違
反
も
含
ま
れ
、
ま
た
、

輸
出
規
制
の
正
当
な
解
釈
に
関
し
て
、
研
究
者
グ
ル
ー
プ
に
よ
り
公
の
議

論
と
さ
れ
た
。
と
も
か
く
、
こ
の
よ
う
な
形
で
、
広
範
に
行
わ
れ
た
任
意

抽
出
調
査
に
よ
り
証
明
さ
れ
得
た
こ
と
は
、
い
ず
れ
に
せ
よ
輸
出
の
約
三

〇
％
が
商
品
の
品
質
、
数
量
、
種
類
に
関
す
る
不
正
な
申
告
に
よ
っ
て
行

わ
れ
て
い
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。

　
同
様
の
調
査
お
よ
び
仮
定
は
ヨ
ー
・
ッ
パ
共
同
体
の
領
域
に
お
い
て
も

存
在
す
る
。
た
と
え
ば
、
一
九
五
〇
年
代
の
末
に
ヨ
ー
・
ッ
パ
石
炭
・
鋼

鉄
共
同
体
の
機
関
は
屑
鉄
に
対
す
る
補
助
金
の
全
部
を
事
後
的
に
調
査

し
、
そ
れ
に
よ
れ
ば
、
補
助
金
の
全
支
払
の
約
二
〇
％
が
不
正
に
得
ら
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
1
）

て
い
た
と
い
う
結
論
に
達
し
た
。
一
九
七
〇
年
代
の
中
葉
か
ら
の
牛
の
屠

殺
行
為
に
対
す
る
体
系
的
調
査
も
同
様
の
結
論
に
至
っ
た
。
す
な
わ
ち
、

ド
イ
ッ
上
級
財
政
管
理
局
が
一
万
の
畜
殺
券
を
検
査
し
た
だ
け
で
、
一
九

七
五
／
七
六
営
業
年
度
に
お
け
る
畜
殺
報
奨
金
（
》
ぴ
沼
窪
帥
魯
な
議
菖
。
）

の
不
正
な
領
得
を
理
由
と
す
る
過
料
手
続
き
が
一
〇
〇
〇
件
以
上
も
生
じ

（
1
2
）

た
。
こ
れ
は
、
立
証
可
能
な
犯
罪
（
不
正
領
得
）
の
一
〇
％
の
割
合
に
す
ぎ



な
い
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
の
場
合
、
事
件
全
体
の
体
系
的
な
調
査
で
は
な

く
、
広
範
囲
な
任
意
抽
出
調
査
に
よ
る
結
果
で
あ
る
。
ま
た
、
イ
タ
リ
ア

の
パ
レ
ル
モ
港
に
お
け
る
不
渡
り
缶
事
件
も
同
様
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、

こ
れ
は
、
一
九
八
一
年
末
、
補
助
金
請
求
の
た
め
に
申
告
さ
れ
た
全
部
で

三
八
四
七
個
あ
る
、
仮
装
の
ト
マ
ト
ピ
ュ
ー
レ
エ
キ
ス
の
缶
を
調
査
し
た

も
の
で
あ
る
が
、
公
式
の
調
査
に
よ
れ
ば
、
八
二
二
個
の
缶
に
は
ト
マ
ト

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
13
）

ピ
ュ
ー
レ
エ
キ
ス
で
は
な
く
水
が
入
れ
ら
れ
て
い
た
。
つ
ま
り
、
輸
出
品

の
二
〇
％
が
不
正
に
申
告
さ
れ
て
い
た
わ
け
で
あ
る
。
ま
た
、
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
共
同
体
委
員
会
の
指
示
で
設
立
さ
れ
た
機
関
が
イ
タ
リ
ア
に
お
け
る
す

べ
て
の
（
二
億
以
上
の
）
オ
リ
ー
ブ
の
木
の
一
九
八
七
年
在
庫
品
を
調
査
し

た
が
、
そ
の
結
果
、
前
年
度
の
仮
装
の
収
穫
高
お
よ
び
補
助
金
を
受
け
た

オ
リ
ー
ブ
油
の
二
〇
％
か
ら
三
〇
％
は
存
在
し
得
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
（
14
）

が
明
ら
か
に
さ
れ
た
。
こ
の
た
め
、
最
近
の
補
助
金
申
告
で
は
同
一
の
パ

ー
セ
ン
テ
ー
ジ
分
だ
け
減
少
し
た
。

　
学
説
上
、
こ
れ
ら
の
諸
事
例
お
よ
び
任
意
抽
出
調
査
か
ら
、
共
通
農
業

市
場
に
お
い
て
は
一
〇
％
か
ら
二
〇
％
の
不
正
行
為
が
市
場
操
作
さ
れ
て

い
る
と
い
う
こ
と
は
ま
っ
た
く
あ
り
得
な
い
想
定
で
は
な
い
と
い
う
結
論

　
　
　
（
15
）

が
出
さ
れ
た
。
事
実
、
若
干
の
軽
微
な
嫌
疑
事
例
を
取
り
上
げ
る
こ
と
に

よ
っ
て
、
し
ば
し
ば
全
領
域
の
広
範
な
部
分
に
対
す
る
制
裁
に
至
る
こ
と

が
あ
る
。
も
っ
と
も
、
個
々
的
に
は
、
よ
り
よ
く
統
制
さ
れ
、
詐
欺
犯
人

が
接
近
し
に
く
い
農
業
領
域
が
あ
る
こ
と
は
認
め
ざ
る
を
得
な
い
。
ゲ
ッ

チ
ン
ゲ
ン
の
行
政
法
学
者
ゲ
ッ
ツ
は
、
既
に
一
九
七
七
年
の
「
共
通
市
場

に
お
け
る
補
助
金
」
に
関
す
る
国
際
比
較
法
学
会
で
の
比
較
公
法
部
会
に

お
け
る
代
表
報
告
書
と
し
て
、
構
成
国
が
申
告
し
た
不
正
行
為
の
事
例
は

「
氷
山
の
一
角
を
露
出
さ
せ
る
に
す
ぎ
な
い
」
と
い
う
推
定
を
表
明
し

（
1
6
）た

。
そ
れ
故
、
広
範
な
違
反
を
推
定
し
た
場
合
、
犯
罪
学
者
の
判
断
だ
け

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
7
）

が
問
題
と
な
る
わ
け
で
は
な
い
。
最
近
の
心
理
学
上
の
学
習
理
論
も
、
違

反
の
広
範
な
拡
大
化
に
対
す
る
説
明
モ
デ
ル
を
提
供
し
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
企
業
家
は
競
争
を
監
視
し
、
自
滅
し
な
い
た
め
に
競
争
行
為
に
順
応

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。

二

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
経
済
犯
罪
対
策
に
お
け
る
犯
罪
学
お
よ
び
刑
事
政
策
的
傾
向
（
テ
イ
ー
デ
マ
ン

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
に
関
す
る

犯
罪
の
現
象
形
態
と
原
因

　
（
一
）
輸
出
品
の
種
類
お
よ
び
数
量
に
関
す
る
虚
偽
の
申
告
の
他
に
、
と

く
に
犯
罪
性
を
有
す
る
も
の
と
し
て
、
第
三
国
輸
出
先
に
つ
い
て
の
欺
岡

や
ワ
イ
ン
（
た
と
え
ば
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
か
ら
）
あ
る
い
は

繊
維
製
品
（
た
と
え
ば
、
香
港
、
台
湾
か
ら
）
の
よ
う
な
商
品
を
E
C
製
（
し

た
が
っ
て
、
課
徴
金
が
免
除
と
な
る
）
と
偽
る
こ
と
等
が
あ
る
。
そ
れ
故
、
農

産
物
そ
の
他
の
商
品
と
の
通
商
が
こ
の
よ
う
な
経
済
犯
罪
の
中
心
と
な
っ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
18
）

て
い
る
こ
と
は
確
か
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
生
産
者
へ
の
「
介
入
支

払
金
（
『
8
暑
窪
該
o
霧
器
注
琶
σ
q
。
ロ
）
」
は
、
も
ち
ろ
ん
ま
だ
不
十
分
で
あ

る
が
、
比
較
的
広
い
範
囲
に
わ
た
っ
て
統
制
さ
れ
て
い
る
。
一
五
〇
万
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
二
二
七



　
　
　
比
較
法
学
二
二
巻
二
号

企
業
に
支
払
わ
れ
た
、
オ
リ
ー
ブ
油
へ
の
生
産
者
援
助
金
に
対
す
る
悪
質

な
詐
欺
事
犯
に
よ
っ
て
、
イ
タ
リ
ア
に
お
い
て
前
述
の
統
制
措
置
が
行
わ

れ
る
よ
う
に
な
り
、
そ
れ
へ
の
出
費
は
お
そ
ら
く
財
政
上
も
報
わ
れ
る
も

の
で
あ
っ
た
。

　
と
く
に
、
補
助
金
（
輸
出
払
戻
金
）
に
対
す
る
詐
欺
に
よ
っ
て
、
ド
イ
ッ

の
犯
罪
学
お
よ
び
犯
罪
捜
査
学
は
以
前
は
周
知
で
な
か
っ
た
概
念
を
め
ぐ

っ
て
そ
の
内
容
が
豊
富
に
な
っ
た
。
も
ち
ろ
ん
、
実
質
的
に
は
、
諸
外
国

と
く
に
ア
メ
リ
カ
合
衆
国
の
補
助
金
病
理
学
に
お
い
て
、
ま
っ
た
く
こ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
ρ
19
）

に
相
応
す
る
も
の
が
あ
る
（
た
と
え
ば
、
牛
の
屠
殺
行
為
の
よ
う
に
、
個
別
的

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
0
）

に
補
助
金
を
受
け
る
事
案
に
つ
い
て
は
つ
ね
に
同
様
な
犯
罪
手
口
が
行
わ
れ
る
）
。

た
と
え
ば
、
次
の
よ
う
な
概
念
が
存
在
す
る
。
第
一
に
、
「
空
行
為
（
い
辱

｛
茜
3
＆
驚
密
）
」
（
偽
装
行
為
）
と
は
、
「
空
気
」
に
補
助
金
が
支
払
わ
れ
る

つ
ま
り
補
助
金
を
受
け
る
生
産
物
が
ま
っ
た
く
存
在
し
な
い
事
案
を
い

う
。
第
二
に
、
「
回
転
木
馬
行
為
（
囚
賃
臣
ω
色
α
Q
認
。
凝
穿
）
」
と
は
、
実
際

の
輸
出
の
後
に
密
か
に
運
び
戻
し
、
輸
出
払
戻
金
と
引
ぎ
換
え
に
新
た
に

輸
出
す
る
と
い
う
よ
う
に
、
同
一
商
品
に
対
し
て
繰
り
返
し
補
助
金
を
得

る
事
案
を
い
う
。
第
三
に
、
　
「
脱
法
行
為
（
d
ヨ
α
q
魯
自
α
Q
詔
窃
畠
餐
。
）
」

と
は
、
刑
法
外
の
準
則
の
不
十
分
性
を
利
用
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
定
の

関
税
あ
る
い
は
輸
出
払
戻
金
額
表
の
範
疇
に
形
式
的
に
は
該
当
す
る
が
、

こ
の
分
類
の
意
義
・
目
的
に
よ
っ
て
把
握
さ
れ
な
い
生
産
物
を
輸
出
入
す

る
こ
と
を
い
う
。
こ
れ
ら
す
べ
て
の
領
域
に
関
し
て
、
一
〇
〇
万
マ
ル
ク

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
二
八

台
の
損
害
を
伴
う
多
数
の
事
例
が
あ
る
。
そ
れ
ど
こ
ろ
か
、
世
界
的
に
有

名
な
多
国
籍
企
業
が
と
く
に
脱
法
行
為
の
試
み
に
関
与
し
て
い
た
。
た
と

え
ば
、
ド
イ
ッ
の
バ
イ
エ
ル
ン
株
式
会
社
は
そ
こ
で
輸
出
し
て
い
る
薬
剤

品
に
お
け
る
砂
糖
部
分
に
対
し
て
補
助
金
を
受
け
よ
う
と
し
た
。
ま
た
、

フ
ラ
ン
ス
お
よ
び
イ
タ
リ
ア
の
ジ
ュ
ル
ヴ
ェ
ー
グ
ル
ー
プ
（
チ
ー
ズ
業
者
）

は
バ
タ
ー
脂
肪
事
件
に
関
与
し
、
そ
こ
で
は
バ
タ
ー
脂
肪
の
積
み
荷
全
部

が
輸
出
さ
れ
補
助
金
を
受
け
た
後
、
仮
装
の
香
料
入
り
マ
ヨ
ネ
ー
ズ
と
し

て
再
輸
入
さ
れ
、
食
品
添
加
物
（
酢
・
卵
黄
・
塩
・
水
）
が
取
り
除
か
れ
、

そ
の
後
バ
タ
ー
脂
肪
と
し
て
新
た
に
補
助
金
を
受
け
る
輸
出
に
対
し
て
再

び
使
用
さ
れ
た
。

　
（
二
）
こ
の
よ
う
に
、
犯
罪
お
よ
び
そ
の
他
の
不
正
行
為
が
お
そ
ら
く
広

い
範
囲
で
行
わ
れ
て
い
る
こ
と
の
本
質
的
な
原
因
の
一
つ
は
、
ヨ
ー
・
ッ

パ
共
同
体
の
市
場
秩
序
規
制
が
人
為
的
（
不
自
然
）
な
性
質
を
有
し
て
い
る

点
に
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
ら
の
規
制
は
、
部
分
的
に
経
済
上
意
味
の

な
い
行
為
を
促
進
し
、
ま
た
経
済
上
意
味
の
あ
る
行
為
を
禁
止
し
て
い
る

　
　
　
（
2
1
）

か
ら
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
ド
イ
ツ
お
よ
び
フ
ラ
ン
ス
の
最
近
の
経
験
的
な

社
会
心
理
学
的
調
査
に
よ
れ
ぽ
、
さ
ら
に
次
の
よ
う
な
見
解
が
支
持
さ
れ

て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
立
法
（
各
国
の
租
税
立
法
も
含
め
て
）
が
複
雑
で
把
握

で
ぎ
な
い
こ
と
が
何
ら
か
の
操
作
を
行
う
こ
と
へ
の
刺
激
と
な
り
、
同
様

に
、
規
範
の
人
為
性
（
不
自
然
性
）
が
法
規
範
の
必
要
な
「
内
面
化
・
習
得

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
2
）

化
」
の
失
敗
に
決
定
的
に
寄
与
し
て
い
る
、
と
い
う
の
が
こ
れ
で
あ
る
。



つ
ま
り
、
規
範
の
正
当
性
内
容
に
つ
い
て
、
専
門
家
だ
け
が
理
解
で
ぎ
、

一
般
の
市
場
関
与
者
は
理
解
で
き
な
い
と
い
う
の
で
は
、
効
果
的
な
規
範

遵
守
を
確
立
す
る
こ
と
は
ほ
と
ん
ど
で
ぎ
な
い
。
あ
ら
ゆ
る
イ
ン
フ
ォ
ー

マ
ル
な
（
社
会
的
な
）
統
制
の
欠
如
（
失
敗
）
に
よ
っ
て
規
範
の
事
実
上
の

妥
当
性
が
さ
ら
に
弱
ま
り
、
こ
の
点
は
、
も
っ
ぱ
ら
公
的
な
統
制
の
出
費

（
費
用
便
益
の
限
界
が
あ
る
）
を
一
層
増
加
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
阻
止

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
も
っ
と
も
、
従
来
の
制
度
を
支
持
す
る
論
者
に
よ
っ
て
、
ヨ
ー
・
ッ
パ

共
同
体
の
命
令
の
完
全
主
義
は
今
日
の
経
済
生
活
か
ら
必
然
的
に
要
請
さ

れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
故
、
変
更
で
き
な
い
と
の
見
解
が
主
張
さ
れ
て

い
る
。
こ
の
意
味
で
、
輸
入
関
税
お
よ
び
輸
出
払
戻
金
の
額
を
生
産
物
の

品
質
・
成
分
、
加
工
段
階
お
よ
び
仕
向
国
に
従
っ
て
無
数
に
細
分
化
す
る

こ
と
を
事
実
上
放
棄
L
た
り
、
あ
る
い
は
、
こ
の
規
制
体
系
を
徹
底
的
に

単
純
化
す
る
こ
と
も
近
い
将
来
に
不
可
能
で
あ
る
と
す
れ
ば
（
ち
な
み

に
、
一
九
八
七
年
初
頭
、
初
め
て
の
改
革
構
想
が
政
治
面
で
検
討
さ
れ
た
）
、
よ
り

一
層
緊
急
に
要
請
さ
れ
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
共
同
体
法
の
無
数
の
細

か
い
規
定
を
、
従
来
存
在
し
な
か
っ
た
一
般
条
項
に
よ
っ
て
、
す
な
わ
ち

た
と
え
ば
詳
細
な
規
定
を
脱
法
す
る
行
為
を
財
政
上
有
害
な
も
の
と
し
て

位
置
づ
け
る
規
定
に
よ
っ
て
補
充
す
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
の
規
範
定
立
の
従
来
の
テ
ク
ニ
ッ
ク
は
、
個
々
の
（
市

場
）
操
作
が
摘
発
さ
れ
た
後
に
当
該
命
令
を
補
充
す
る
こ
と
、
つ
ま
り
完

ヨ
ー
p
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
経
済
犯
罪
対
策
に
お
け
る
犯
罪
学
お
よ
び
刑
事
政
策
的
傾
向
（
テ
ィ
ー
デ
マ
ン

全
主
義
を
ま
す
ま
す
押
し
進
め
、
こ
れ
に
よ
り
詐
欺
犯
人
の
豊
か
な
機
略

を
後
か
ら
追
う
こ
と
に
あ
る
。
こ
の
点
で
既
に
一
九
七
五
年
一
二
月
一
六

日
と
一
九
七
七
年
六
月
二
七
日
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
理
事
会
は
、

共
通
農
業
政
策
の
財
政
援
助
の
領
域
に
お
け
る
不
正
行
為
の
阻
止
お
よ
び

訴
追
の
た
め
の
よ
り
強
力
な
措
置
に
つ
い
て
決
議
を
し
、
こ
れ
に
よ
っ

て
、
　
「
補
助
金
を
受
け
る
生
産
物
の
利
用
が
共
同
体
行
為
の
目
標
設
定
と

明
ら
か
に
矛
盾
す
る
」
事
案
を
把
握
す
る
た
め
の
法
規
定
の
導
入
が
要
請

さ
れ
た
。
も
っ
と
も
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
理
事
会
の
こ
の
改
革
要

請
の
実
現
は
、
こ
れ
ま
で
と
く
に
イ
タ
リ
ア
の
反
対
で
失
敗
し
て
い
る
。

ま
た
、
こ
の
よ
う
な
理
事
会
決
議
で
言
及
さ
れ
た
偽
装
行
為
（
ω
＆
9
お
。
・

ω
魯
跨
・
）
と
い
う
概
念
も
、
多
く
の
事
例
に
お
い
て
、
濫
用
に
対
し
て
有

効
に
対
処
す
る
に
は
十
分
で
は
な
い
。
確
か
に
、
偽
装
行
為
の
概
念
は
構

成
国
の
す
べ
て
の
法
秩
序
に
お
い
て
承
認
さ
れ
、
そ
れ
故
、
ヨ
ー
ロ
ッ
パ

共
同
体
法
の
書
か
れ
ざ
る
法
命
題
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、

機
略
に
富
ん
だ
商
人
に
よ
る
無
数
の
架
空
の
生
産
物
が
、
偽
装
行
為
の
概

念
に
よ
っ
て
十
分
に
捕
捉
で
き
る
か
ど
う
か
は
疑
問
で
あ
る
。
す
な
わ

ち
、
こ
の
場
合
、
輸
出
禁
止
を
回
避
す
る
目
的
で
作
ら
れ
た
、
バ
タ
ー
脂

肪
と
コ
コ
ナ
ッ
ツ
の
フ
レ
ー
ク
と
の
混
合
物
あ
る
い
は
前
述
の
香
料
入
リ

マ
ヨ
ネ
ー
ズ
を
、
解
釈
と
い
う
方
法
で
バ
タ
ー
脂
肪
と
位
置
づ
け
ざ
る
を

得
な
い
。
あ
る
い
は
、
ま
っ
た
く
一
般
的
に
、
国
境
を
越
え
る
輸
送
は
、

商
品
が
そ
の
直
後
に
同
一
の
国
境
を
越
え
て
運
び
戻
さ
れ
る
場
合
に
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
・
高
橋
）
　
　
　
　
　
　
二
二
九



　
　
　
比
較
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学
二
二
巻
二
号

行
わ
れ
な
か
っ
た
も
の
と
看
敏
さ
ざ
る
を
得
な
い
。
ま
た
、
偽
装
行
為
概

念
を
適
用
す
る
こ
と
が
疑
問
な
の
は
、
魚
の
「
陸
揚
げ
」
に
合
わ
せ
て
い

て
、
そ
れ
故
、
沖
（
外
海
）
で
の
引
渡
を
捕
捉
し
て
い
な
い
漁
獲
割
合
の

場
合
で
あ
る
。
同
様
に
、
少
な
く
と
も
疑
問
と
い
え
る
の
は
、
「
．
ハ
タ
ー
ク

リ
ー
ム
ト
ル
テ
」
と
い
う
名
称
を
、
薄
い
ビ
ス
ケ
ッ
ト
ケ
ー
キ
の
間
に
厚

い
バ
タ
ー
が
入
れ
て
あ
る
生
産
物
に
与
え
な
く
て
も
い
い
か
ど
う
か
で
あ

（
2
3
）る

。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
こ
の
場
合
に
解
釈
の
限
界
を
探
り
、
偽
装
行
為
概

念
を
貫
徹
す
る
た
め
に
は
、
年
月
を
要
す
る
ぎ
わ
め
て
困
難
な
手
続
が
必

要
で
あ
る
。
ド
イ
ッ
の
立
法
者
は
、
こ
の
よ
う
な
理
由
か
ら
、
一
九
七
七

年
の
公
課
法
（
租
税
法
）
四
二
条
お
よ
び
一
九
七
六
年
の
補
助
金
法
四
条
に

明
示
的
な
偽
装
行
為
条
項
・
脱
法
行
為
条
項
を
導
入
し
た
が
、
ヨ
ー
・
ッ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
4
）

パ
共
同
体
の
事
件
に
は
適
用
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
な
条
項
を
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
共
同
体
法
に
導
入
す
る
こ
と
は
長
期
的
に
み
て
不
可
欠
な
こ
と
と
思
わ

れ
る
。
明
確
化
の
た
め
に
強
調
す
る
な
ら
ぽ
、
偽
装
行
為
（
空
行
為
）
の
場

合
、
重
要
な
行
為
が
行
わ
れ
な
い
か
あ
る
い
は
外
見
的
に
の
み
行
わ
れ
る

か
の
い
ず
れ
か
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、
輸
出
を
偽
装
し
そ
れ
に
よ
り
補
助

金
を
受
け
た
商
品
が
、
国
境
を
越
え
た
後
す
ぐ
に
国
内
に
運
び
戻
さ
れ
る

場
合
が
こ
れ
で
あ
る
。
こ
れ
は
明
ら
か
に
詐
欺
行
為
に
該
当
す
る
事
例
で

あ
る
。
法
的
判
断
が
よ
り
困
難
な
の
は
、
脱
法
行
為
が
行
わ
れ
る
場
合
で

あ
る
。
前
述
し
た
漁
獲
割
合
の
限
界
が
魚
の
「
陸
揚
げ
」
に
関
係
す
る
場

合
に
は
、
こ
の
割
合
を
沖
（
外
海
）
で
の
引
渡
に
よ
っ
て
越
え
る
こ
と

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
〇

は
、
類
推
禁
止
を
理
由
と
し
て
、
不
処
罰
と
な
る
。
し
か
し
、
将
来
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
共
同
体
法
の
中
に
、
ド
イ
ッ
法
に
お
け
る
と
同
様
に
「
権
利
の

濫
用
（
寓
5
ぼ
窪
魯
く
呂
O
婁
巴
言
昌
鵯
旨
猪
ぎ
葬
葺
窪
）
」
を
禁
止
す
る

明
確
な
法
規
定
が
導
入
さ
れ
る
な
ら
ぽ
、
割
合
を
逸
脱
す
る
脱
法
行
為
は

可
罰
的
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
問
題
は
、
と
く
に
次
の
よ
う
な
事
例
に

対
し
て
も
興
味
深
い
。
す
な
わ
ち
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
共
同
体
の
輸
入
割
合
が

日
本
の
生
産
物
に
対
し
て
決
定
さ
れ
、
日
本
の
企
業
が
、
た
と
え
ぽ
、
輸

入
業
者
と
し
て
現
れ
る
第
三
の
企
業
を
介
入
さ
せ
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
こ

の
割
合
を
逸
脱
し
よ
う
と
す
る
事
例
が
こ
れ
で
あ
る
。

三
　
刑
法
以
外
の
統
制
と
改
革

　
犯
罪
捜
査
学
上
の
実
務
お
よ
び
比
較
犯
罪
学
に
お
い
て
自
明
と
さ
れ
て

い
る
こ
と
は
、
統
制
す
る
こ
と
が
と
く
に
困
難
な
国
家
的
措
置
や
行
為
が

あ
り
、
他
方
で
統
制
し
や
す
い
国
家
的
手
段
が
あ
る
と
い
う
点
で
あ
る
。

課
税
制
度
の
領
域
に
お
い
て
、
各
国
の
立
法
者
は
こ
の
よ
う
な
考
え
方
を

以
前
か
ら
利
用
し
、
個
別
的
に
算
定
か
つ
徴
収
さ
れ
る
べ
き
税
に
代
え

て
、
間
接
税
お
よ
び
い
わ
ゆ
る
源
泉
課
税
を
導
入
し
て
い
る
。
ヨ
ー
ロ
ッ

パ
共
同
体
法
の
形
成
の
た
め
に
、
統
制
す
る
こ
と
の
き
わ
め
て
困
難
な
事

案
お
よ
び
生
産
物
に
対
し
て
特
別
な
統
制
方
法
お
よ
び
検
査
方
法
を
導
入

し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
だ
ろ
う
と
い
う
要
請
は
部
分
的
に
し
か
考
慮
さ
れ

て
い
な
い
。
確
か
に
、
た
と
え
ぽ
、
い
わ
ゆ
る
船
装
備
と
し
て
の
商
品
が



し
ぱ
し
ば
偽
装
さ
れ
る
の
は
偶
然
で
は
な
く
、
そ
れ
は
、
船
に
よ
る
仮
装

商
品
が
統
制
の
枠
外
に
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
同
様
に
、
解
凍
さ
れ
た
物
品

を
再
び
冷
凍
に
す
る
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
特
殊
な
冷
凍
（
冷

凍
屑
肉
）
に
し
て
、
別
の
物
品
で
あ
る
か
の
よ
う
に
あ
る
い
は
別
の
品
質

（
た
と
え
ば
、
価
値
の
高
い
肉
）
で
あ
る
か
の
よ
う
に
偽
装
さ
れ
て
い
る
。
こ

の
事
件
で
は
、
八
○
の
会
社
と
一
二
人
の
獣
医
が
巻
き
込
ま
れ
、
現
在
、

ノ
ル
ト
ラ
イ
ン
“
ウ
エ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
州
で
調
査
さ
れ
て
い
る
。
国
境

で
の
冷
凍
生
産
物
の
統
制
は
、
市
場
操
作
の
可
能
性
を
は
じ
め
か
ら
計
算

に
い
れ
て
、
帳
簿
お
よ
び
業
務
資
料
の
検
査
に
よ
っ
て
補
充
さ
れ
ね
ば
な

ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
す
べ
て
の
「
不
正
行
為
」
の
約
八
○
％
が
事
後
的
な

帳
簿
審
査
お
よ
び
営
業
審
査
に
よ
っ
て
初
め
て
確
認
さ
れ
て
い
る
。

　
要
す
る
に
、
犯
罪
学
お
よ
び
経
営
学
の
観
点
か
ら
よ
り
意
義
が
あ
り
、

か
つ
統
制
に
適
す
る
の
は
、
補
助
金
の
認
可
を
個
々
の
事
案
お
よ
び
生
産

物
と
の
結
び
つ
き
か
ら
ま
っ
た
く
切
り
離
し
、
こ
の
特
典
を
営
業
の
収
益

状
況
お
よ
び
利
潤
率
に
依
存
さ
せ
る
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
ヨ
ー
ロ

ッ
パ
共
同
体
農
業
分
野
で
い
つ
も
紛
失
さ
れ
て
い
る
補
助
金
は
、
犯
罪
学

上
の
学
説
に
お
い
て
、
と
く
に
犯
罪
お
よ
び
市
場
操
作
を
行
い
や
す
い
も

の
と
さ
れ
て
い
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
反
対
給
付
の
当
然

の
統
制
手
段
が
存
在
せ
ず
、
ま
た
、
利
用
の
統
制
も
ほ
と
ん
ど
欠
落
し
て

い
る
か
ら
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
信
用
供
与
お
よ
び
企
画
促
進
は
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
5
）

比
較
的
有
意
義
に
か
つ
容
易
に
統
制
さ
れ
て
い
る
。
過
去
に
お
い
て
、
補

ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
経
済
犯
罪
対
策
に
お
け
る
犯
罪
学
お
よ
び
刑
事
政
策
的
傾
向
（
テ
イ
ー
デ
マ
ン
・
高
橋
）

助
金
が
、
そ
の
紛
失
と
い
う
形
態
で
、
も
っ
ぱ
ら
補
助
金
の
獲
得
の
目
的

で
行
わ
れ
る
行
為
や
事
案
を
生
じ
さ
せ
る
と
い
う
の
は
よ
く
あ
る
こ
と
で

あ
っ
た
。
た
と
え
ば
、
仮
装
の
ソ
ー
セ
ー
ジ
の
多
く
の
積
み
荷
の
場
合
で

あ
り
、
ユ
ー
ゴ
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
ヘ
輸
出
さ
れ
た
が
、
享
益
適
正
が
な
く
、
ユ

ー
ゴ
の
刑
務
所
に
お
い
て
す
ら
利
用
さ
れ
ず
、
処
分
せ
ざ
る
を
得
な
か
っ

た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
こ
の
「
ソ
ー
セ
ー
ジ
事
件
」
は
同
時
に
ヨ
ー
・

ッ
パ
共
同
体
の
規
範
定
立
の
技
術
に
対
す
る
証
明
で
も
あ
り
、
こ
の
事
件

の
後
「
ソ
ー
セ
ー
ジ
」
概
念
の
定
義
が
導
入
さ
れ
た
の
で
あ
る
。

　
さ
ら
に
、
注
目
に
値
す
る
こ
と
は
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
共
同
体
委
員
会
が
、

農
業
市
場
以
外
で
、
条
約
八
五
条
・
八
六
条
に
基
づ
い
て
、
強
力
か
つ
効

果
的
に
共
通
市
場
に
お
け
る
競
争
を
監
視
し
、
そ
の
際
、
経
済
お
よ
び
産

業
の
全
領
域
の
体
系
的
調
査
を
も
実
行
し
て
い
る
点
で
あ
る
。
同
様
な
方

法
で
、
将
来
、
ヨ
ー
・
ッ
パ
農
業
市
場
秩
序
に
対
し
て
も
個
々
の
嫌
疑
事

例
を
追
求
す
る
の
み
な
ら
ず
、
農
業
市
場
の
個
々
の
分
野
を
体
系
的
に
、

補
助
金
お
よ
び
輸
入
課
徴
金
と
の
関
係
の
合
法
性
の
観
点
で
調
査
す
べ
き

で
あ
ろ
う
。
こ
れ
に
つ
い
て
の
最
初
の
端
緒
を
提
供
し
て
い
る
の
は
、
一

九
七
七
年
六
月
二
七
日
の
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
理
事
会
の
準
則
（
四

三
五
号
）
で
あ
る
。
ま
た
、
改
正
の
必
要
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
の
は
、
ヨ

ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
届
出
制
度
（
竃
。
匡
9
器
冨
ヨ
）
で
あ
る
。
す
な

わ
ち
、
確
か
に
、
構
成
国
は
、
一
九
七
二
年
二
月
七
日
の
理
事
会
命
令
二

八
三
号
に
委
任
さ
れ
た
一
九
七
〇
年
四
月
二
一
日
の
理
事
会
命
令
七
二
九

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
一
二
一



　
　
　
比
較
法
学
二
二
巻
二
号

号
に
従
っ
て
、
不
正
に
支
出
さ
れ
た
金
額
を
再
徴
収
し
、
不
正
行
為
を
ブ

リ
ュ
ッ
セ
ル
の
委
員
会
に
届
け
出
る
義
務
が
あ
る
。
し
か
し
、
構
成
国

は
、
再
徴
収
の
際
に
落
ち
度
が
あ
る
場
合
に
は
損
失
を
自
ら
負
担
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。
こ
の
損
失
条
項
の
た
め
に
、
不
正
行
為
を
共
同
体
機
関

に
届
け
ず
、
さ
ら
に
国
内
の
刑
事
訴
追
機
関
に
告
発
す
る
こ
と
も
し
な
い

と
い
う
誘
惑
に
駆
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
届
出
に
関

す
る
理
事
会
命
令
二
八
三
号
を
改
正
し
て
、
将
来
的
に
は
そ
の
侵
害
に
対

し
て
固
有
の
制
裁
を
科
す
べ
ぎ
で
あ
ろ
う
。
た
と
え
ば
、
ド
イ
ッ
補
助
金

法
六
条
の
届
出
義
務
は
刑
法
二
五
八
条
に
よ
っ
て
補
強
さ
れ
、
そ
の
違
反

は
刑
の
免
脱
と
い
う
犯
罪
構
成
要
件
を
充
足
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
限

り
で
、
学
習
理
論
の
諸
見
解
に
相
応
し
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
各
国
の
行

政
機
関
は
落
ち
度
に
対
し
て
処
罰
さ
れ
る
の
で
は
な
く
、
効
果
の
あ
る
活

動
に
対
し
て
報
酬
を
受
け
ら
れ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。

四
　
刑
法
改
正
の
諸
提
案

　
刑
法
お
よ
び
刑
法
改
正
の
固
有
の
領
域
に
お
い
て
、
各
国
の
刑
法
秩
序

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
戸
2
6
）

の
調
和
が
か
な
り
前
か
ら
要
請
さ
れ
て
い
る
。
事
実
、
と
く
に
不
快
の
種

で
あ
り
、
ヨ
i
・
ッ
パ
共
同
体
法
の
実
施
に
と
っ
て
長
い
間
妨
げ
と
な
っ

て
い
る
点
は
、
共
同
体
の
財
政
手
段
の
操
作
に
関
す
る
詐
欺
お
よ
び
文
書

偽
造
が
、
個
々
の
構
成
国
ご
と
に
か
な
り
異
な
っ
て
処
罰
さ
れ
て
い
る
こ

と
、
し
か
も
、
既
存
の
犯
罪
構
成
要
件
に
関
し
て
も
、
ま
た
刑
事
手
続
の

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
二

実
際
の
遂
行
お
よ
び
犯
人
の
事
実
上
の
処
罰
に
関
し
て
も
そ
う
で
あ
る
こ

　
　
（
2
7
）

と
で
あ
る
。
違
反
が
摘
発
さ
れ
る
危
険
お
よ
び
そ
れ
が
訴
追
さ
れ
る
危
険

を
明
ら
か
に
高
め
る
こ
と
に
よ
っ
て
は
じ
め
て
効
果
的
に
一
般
予
防
を
果

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
8
）

た
す
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
り
、
し
た
が
っ
て
、
既
存
の
超
国
家
的
な
統

制
業
務
の
可
能
性
に
、
共
同
体
の
超
国
家
的
な
処
罰
権
限
を
創
設
す
る
こ

と
が
最
も
有
効
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
農
業
市
場
の
あ
ら
ゆ
る
分
野
に
向

け
た
訴
追
政
策
を
伴
う
、
中
央
集
権
化
さ
れ
た
超
国
家
的
な
処
罰
に
よ
っ

て
は
じ
め
て
（
競
争
監
視
（
譲
9
8
。
ミ
R
訂
ま
震
≦
器
ぎ
ロ
σ
q
）
の
領
域
で
の
ヨ

i
β
ッ
パ
共
同
体
委
員
会
に
よ
る
制
裁
賦
課
を
模
範
と
し
て
）
、
従
来
の
各
国
ご

と
の
処
罰
方
法
の
不
統
一
性
（
偶
然
性
）
を
克
服
し
、
潜
在
的
犯
罪
者
に
対

す
る
有
効
な
威
嚇
を
設
定
す
る
こ
と
が
で
ぎ
る
で
あ
ろ
う
。
も
っ
と
も
、

共
同
体
の
刑
事
法
的
権
限
を
導
入
す
る
こ
と
は
、
通
説
的
見
解
に
よ
れ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
29
）

ぽ
、
構
成
国
の
明
示
的
な
権
限
委
譲
行
為
を
前
提
と
す
る
で
あ
ろ
う
。
な

ぜ
な
ら
、
刑
罰
権
は
依
然
と
し
て
国
家
主
権
の
中
心
的
表
現
と
理
解
さ

れ
、
そ
れ
を
共
同
体
に
権
限
委
譲
す
る
こ
と
は
こ
れ
ま
で
行
わ
れ
て
い
な

い
か
ら
で
あ
る
。
そ
れ
故
、
こ
の
よ
う
な
権
限
委
譲
行
為
が
な
け
れ
ば
、

さ
し
あ
た
り
、
共
同
体
法
上
の
過
料
の
制
裁
（
野
ぼ
包
計
昏
ぎ
一
呂
9
）
を

導
入
す
る
こ
と
だ
け
が
問
題
と
な
り
得
る
。
過
料
の
制
裁
は
、
競
争
違
反

に
対
し
て
条
約
八
五
条
・
八
六
条
（
命
令
一
七
号
一
五
条
）
に
お
い
て
規
定

さ
れ
、
ま
た
、
石
炭
・
鋼
鉄
市
場
に
お
い
て
も
委
員
会
に
ょ
っ
て
効
果
的

に
実
施
さ
れ
て
い
る
。
共
同
体
法
上
の
制
裁
を
こ
の
よ
う
に
導
入
す
る
こ



と
が
正
当
で
あ
る
の
は
、
実
質
的
に
は
、
　
「
不
正
行
為
」
が
各
国
の
財
政

に
対
し
て
で
は
な
く
、
直
接
、
共
同
体
の
財
政
に
対
し
て
向
け
ら
れ
て
い

る
こ
と
か
ら
明
ら
か
に
さ
れ
る
。
こ
の
種
の
過
料
の
導
入
は
、
経
済
犯
罪

対
策
の
た
め
に
既
に
各
国
の
刑
法
典
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付
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付
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対
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。
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の
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導
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権
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約
四
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二
項
三
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お
よ
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あ
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助
長
す
る
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す
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あ
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介
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措
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は
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詐
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に
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て
抵
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が
あ
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あ
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い
は
統
制
の
た
め

の
支
出
の
増
加
が
全
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と
し
て
割
り
に
合
わ
な
い
ほ
ど
の
量
が
存
在
す
る

か
の
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で
あ
る
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も
っ
と
も
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こ
の
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介
入
措
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の
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め

の
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変
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け
れ
ぽ
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ら
な
い
。
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て
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ら
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世
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機
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史
的

に
有
力
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り
得
る
。
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我
々

の
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部
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ー
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パ
共
同
体
理
事
会
に

提
出
し
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こ
の
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に
よ
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、
我
々
の
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察
し
て
き
た
こ
と
が
政
治

的
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も
の
に
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し
、
現
実
化
す
る
か
ど
う
か
は
、
現
時
点
で
は
な
お
予

測
す
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
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本
稿
は
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
の
ク
ラ
ウ
ス
・
テ
ィ
1
デ
マ
ン
教
授

が
、
一
九
八
七
年
の
秋
、
日
本
学
術
振
興
会
の
招
待
で
来
日
し
た
際
、
早

稲
田
大
学
比
較
法
研
究
所
に
お
い
て
行
っ
た
講
演
（
一
九
八
七
年
九
月
三

〇
日
）
の
原
稿
（
注
は
教
授
自
身
が
帰
国
後
付
記
し
た
）
を
訳
出
し
た
も

ッ
パ
経
済
共
同
体
の
経
済
犯
罪
対
策
に
お
け
る
犯
罪
学
お
よ
び
刑
事
政
策
的
傾
向
（
テ
イ
ー
デ
マ
ソ
・
高
橋
）

二
三
五



　
　
　
比
較
法
学
二
二
巻
二
号

の
で
あ
る
。
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ー
デ
マ
ン
教
授
は
、
一
九
三
八
年
ウ
ェ
ス
ト
フ
ァ
ー
レ
ン
の
ウ
ン

ナ
に
生
ま
れ
、
一
九
六
二
年
に
、
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一
。
閃
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呂
霧
琶
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お
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窃
ω
窪
鉱
α
q
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き
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雪
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ω
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9
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§
α
儀
。
葺
ω
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o
日
＜
o
焦
器
器
昌
α
q
ω
・

3
。
露
狐
霧
ω
■
に
よ
り
学
位
を
取
得
し
、
テ
ユ
ー
ビ
ン
ゲ
ン
大
学
助
手
・

私
講
師
を
経
て
、
一
九
六
八
年
ギ
ー
セ
ン
大
学
教
授
と
な
っ
た
。
教
授
資

格
請
求
論
文
は
、
↓
讐
ぼ
ω
冨
＆
ω
ぼ
爵
け
一
g
魯
ぎ
Z
菩
①
霧
賃
緯
話
3
“

一
8
P
で
あ
る
。
一
九
七
五
年
に
、
フ
ラ
イ
ブ
ル
ク
大
学
教
授
と
な
り
、

同
時
に
、
犯
罪
学
・
行
刑
学
研
究
所
所
長
と
な
っ
た
（
宮
澤
浩
一
編
『
西

ド
イ
ッ
刑
法
学
』
（
一
九
七
八
年
）
六
四
二
頁
参
照
）
。
教
授
の
著
作
に
つ

い
て
は
、
宮
澤
編
・
前
掲
書
六
四
二
頁
以
下
、
同
『
追
録
H
』
　
（
一
九
八

一
年
）
五
〇
頁
、
同
『
追
録
皿
』
　
（
一
九
八
三
年
）
五
五
頁
以
下
、
宮

澤
・
井
田
良
編
『
追
録
W
』
　
（
一
九
八
五
年
）
六
六
頁
以
下
、
同
『
追
録

V
』
　
〔
西
ド
イ
ッ
刑
法
学
の
現
状
（
追
録
皿
）
法
学
研
究
五
九
巻
八
号
〕

（
一
九
八
六
年
）
三
〇
頁
を
参
照
し
て
い
た
だ
き
た
い
。

　
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
教
授
は
、
こ
れ
ま
で
に
経
済
刑
法
に
関
す
る
多
数
の
著

作
を
発
表
し
、
経
済
刑
法
研
究
の
分
野
に
お
け
る
第
一
人
者
と
し
て
国
際

的
規
模
で
活
躍
し
て
い
る
学
者
で
あ
る
。
わ
が
国
で
は
、
こ
の
分
野
の
研

究
は
緒
に
つ
い
た
ば
か
り
で
あ
り
、
そ
の
意
味
で
、
テ
ィ
ー
デ
マ
ン
教
授

の
諸
研
究
か
ら
学
ぶ
べ
き
点
は
数
多
い
と
言
わ
ね
ば
な
ら
な
い
。
本
稿
の

テ
ー
マ
は
経
済
刑
法
の
分
野
の
中
で
も
特
殊
領
域
で
あ
り
、
従
来
、
刑
法

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
三
六

学
者
も
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
の
研
究
者
も
本
格
的
に
取
り
組
ん
で
こ

な
か
っ
た
未
開
拓
な
研
究
分
野
で
あ
る
だ
け
に
、
本
稿
は
、
こ
れ
か
ら
の

経
済
刑
法
研
究
お
よ
び
ヨ
ー
ロ
ッ
パ
経
済
共
同
体
研
究
に
お
い
て
、
重
要

な
意
義
を
有
す
る
こ
と
に
な
ろ
う
。


